
令和８年度鳥取県原子力防災訓練（島根原子力発電所対応）に係る 
避難退域時検査会場レイアウト作成等委託業務仕様書（案） 

１ 業務目的 

  「令和８年度鳥取県原子力防災訓練（島根原子力発電所対応）」に係る避難退域時検査訓練会場等の

レイアウト作成等に関する業務を委託する。 
 
２ 業務期間 

  契約締結日から令和８年９月 30 日（水）まで 

 
３ 業務場所 

鳥取県原子力防災支援基地（鳥取県日野郡江府町美用地内（江府町防災基地敷地内）） 

中山農業者トレーニングセンター（鳥取県西伯郡大山町下甲 1022-5） 

 
４ 業務内容 

（１）避難退域時検査会場等に係る業務 

ア 車両検査会場レイアウト図の作成・修正 

発注者が作成した鳥取県原子力防災支援基地（以下「支援基地」という。）及び中山農業者トレ

ーニングセンターにおけるレイアウト図（別紙１）を参考に、発注者と協議の上、当該会場の広

さ、形、進入路等を踏まえ、10ft コンテナ、資機材（大型車両除染テント、ゲートモニタ等）の

配置及び検査対象車両の進行ルート等を検討し、イに示すレイアウトの実地検証結果に基づきレ

イアウト図を作成又は修正すること。 
なお、支援基地については、自家用車も大型バスと同じレーンを使用する想定で行う。（１レー

ンのみ使用） 
また、コンテナに収納している資機材は別紙２のとおりとする。 

イ 車両検査会場レイアウトの実地検証の実施 

 支援基地及び中山農業者トレーニングセンターにおいて、レイアウトの実地検証を実施する。

受注者は以下の業務を行うため、４名程度職員を派遣すること。なお、実施日時は関係者と調整

の上、決定する。 

（ア）資機材の設置、移動、撤収の補助 

発注者の指示に従い、資機材の設置、検証中の移動、撤収の補助を行うこと。 

レイアウト検証のための資機材（ゲートモニタ、カラーコーン、ブルーシート等）は発注

者が輸送を行う。（大型除染テント等、実際の訓練時に使用する一部の資機材は設置しない） 

（イ）レイアウト図の修正 

   実地検証の結果を記録し、起点からの距離など、各資機材の詳細な配置位置を示して修正

したレイアウト図を令和８年９月 30 日（水）までに完成させること。 

（ウ）会場内への看板設置、撤去 

   別紙３に示す実施周知看板を作成し、別紙３に定めている期日までに会場内に設置するこ

と。 

（エ）その他 

レイアウト検証は車両（大型バス、普通車）を走行させて行うが、車両の手配は発注者が

行う。 

 

（２）業務日程 

避難退域時検査会場への資機材等の設置及び撤収については、以下の業務日程（予定）に基づき

行うこと。 
 

 



【主な業務日程（予定）】 

月日 時間 会場 業務内容 

５月下旬～

８月下旬 
午前９時から午後５時まで 

支援基地、中山農業者ト
レーニングセンター 

車両検査会場等レイアウト 
実地検証 

 

５ 業務の実施における注意事項 

（１） 業務の実施にあたっては、契約締結後に発注者と打合せを行うこと。 
（２） 業務の実施に関して疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議すること。 
（３） 業務の実施に際し、安全管理を徹底すること。万一、業務実施中に不測の事態・事故が発生した

場合は、迅速に発注者側の責任者に連絡を行うこと。 
①応急措置、②警察・消防への通報 ③発注者への報告 

（４） 業務の実施にあたり必要な作業着、ヘルメット、無線機等の携行品は、受注者が準備し、当日持

参すること。 
（５） 事故の取扱い処置については、緊急を要し、やむを得ない場合を除き、鳥取県関係者及び施設管

理者と協議して処置すること。 
（６） 受注者は一連の作業実施時においては汚損等の損傷が生じないよう、細心の注意を払って資機

材を取り扱うこと。 
（７） 業務の履行中に受注者の過失により生じた損傷については、受注者の責任において原状回復を

図ること。また、発生時点の不明確な損傷を確認した場合については、発注者と受注者で対応

について協議を行うこととする。 
（８） （７）の目的のため、資機材の展開の前後に、発注者と受注者がともに立ち合いの下で、資機

材の異常の有無を確認し、必要に応じて写真等により現状を記録すること。 
（９） 業務の実施にあたっては、従事者の健康管理等に留意すること。 
（10） 業務開始前及び終了時には、発注者の責任者に報告、連絡及び指示を受けること。 
（11） 服務規律を厳正にし、発注者の名誉を傷つけないこと。 
 
６ 提出書類及び検査等 

（１）受注者は業務完了後、10 日以内に業務完了報告書（任意様式）を発注者に提出すること。 

（２）発注者は、（１）の業務完了報告書を受領した日から 10 日以内に業務完了を確認するための検査

を行う。 

（３）発注者は、（２）の規定に基づき検査を行った結果、業務を合格と認めるときは、速やかにこの旨

を口頭又は書面により受注者に通知する。 
 
７ 著作権等 

（１）受注者は、業務の実施にあたり第三者の著作権や知的財産権に属するものを使用する場合、受注

者の責任と負担において必要な権利を取得すること。また万一、第三者から異議求償等の申出があ

ったときは、受注者の責任と負担において解決すること。 

（２）業務の実施により得られた一切の成果物に係る権利は、受注者が発注者に無償で譲渡するものと

する。 
 
８ 機密の保持 

受注者は、業務の実施にあたり知り得た一切の事項を、業務期間満了後においても、第三者に公表

若しくは漏えいしてはならない。 
また、受注者は業務を第三者に再委託し、又は請け負わせる場合は、当該受託者に対して、機密の

保持を徹底するよう適切に指示・監督しなければならない。 
 
９ 安全管理の確保 

受注者は、業務の実施にあたり、「労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号）」など安全に関する諸



法規（条例を含む。）を遵守し、労働災害の絶無に努めなければならない。 
業務実施上発生した災害については、全て受注者が自己の責任と負担で処理するものとする。 

 
10 資料提供 

（１）受注者から業務遂行にあたり発注者の保有する資料等（以下「資料等」という。）の提供要請が

あった場合は、発注者は内容を確認の上これらの資料等について可能な限り提供を行う。 
（２）受注者は、発注者から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管しなけれ

ばならない。 
また、受注者は資料等を業務以外の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（３）受注者は、本契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が業務遂行上不要となったと

きは、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。 
 

11 委託料の支払 

（１）受注者は、６（３）の通知を受理した後、発注者に委託料を請求する。 

（２）発注者は、（１）の規定による正当な請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を受注者に支

払う。 

（３）発注者が正当な理由なく（２）に規定する期間内に支払を完了しないときは、受注者は、遅延日

数に応じ未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律外 256 号）第

8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を発注者に請求することが

できる。 
 
12 違約金 

受注者は、２に規定する業務期間内に業務を完了できなかったときは、委託料の額から既完了部分

（受注者が既に業務を完了した部分のうち、発注者が引渡しを受ける必要がある認めたものをいう。）

に対する相当額を控除した額に対し、遅延日数１日につき、鳥取県会計規則（昭和 39年鳥取県規則第

11 号）第 120 条の規定により計算した額を、違約金として発注者に支払わなければならない。 
 
13 損害賠償 

受注者は、その責めに帰する理由により、業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 
 
14 調査等 

  発注者は必要があると認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を

求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。 
 
15 仕様書遵守に要する経費 

  本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 
 
16 専属的合意管轄裁判所 

  業務に係る訴訟の提起又は調停（発注者及び受注者が協議の上専任された調停人が行うものを除

く。）の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。 
 
17 疑義 

受注者は、本仕様書に記載のない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、必ず発注者

と協議により定めるものとする。 
 



車両検査レイアウト（鳥取県原子力防災支援基地） 別紙１

車両検査レイアウト（中山農業者トレーニングセンター・駐車場）



別紙２









 





御理解と御協力を
お願いします。

鳥取県危機管理部

特記事項

設置時期

概ね縦180cm×横60cm　脚30cm

枚数

材質 耐水性

１枚

設置場所

検証実施の２日程度前（～検証終
了）

施設内の出入口付近

案内文等は施設管理者等と調整
の上決定

別紙３

○表記内容は、イメージであり、文言、レイアウトは、発注者と協議の上決定すること
○自立式（方式は問わない）
〇風で飛ばされないよう対策をとること

【江府】レイアウト検証実施周知看板 【中山】レイアウト検証実施周知看板

サイズ

原子力安全対策課

電話0857-26-7974

お知らせ

鳥取県原子力防
災対策事業(会場

検証)のため

使用不可

施設内 全面

終日

○月○日(○)

サイズ 概ね縦180cm×横60cm　脚30cm

材質 耐水性

枚数 １枚

設置時期
検証実施の１週間程度前（～検証
終了）

設置場所 駐車場

特記事項
案内文等は施設管理者等と調整
の上決定

お知らせ

鳥取県原子力防
災対策事業(会場

検証)のため

○月○日(○)

終日

駐車場 全面

電話0857-26-7974

使用不可

御理解と御協力を
お願いします。

鳥取県危機管理部

原子力安全対策課



 

（様式） 

 

 

資材使用報告書 
 

令和８年     月     日 

 

鳥取県知事 平井 伸治 様 

 

提出者 

住    所 

商号又は名称 

役職及び氏名 

 

 

 

令和８年度鳥取県原子力防災訓練（島根原子力発電所対応）に係る避難退域時検査会場レイアウ

ト作成等委託業務において使用した資材の使用数量を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

使用した資材 
使用前 
数量 

使用後 
数量 

使用 
数量 

    

    

    

    

 

 

 


